
消防署では、消火器・住宅用火災警報器の販売・点検の斡旋、・防災グッズ

の配布などは行っていません。 

 

最近、消防職員を装った悪質な訪問販売・点検、不審な電話などの相談が多く

寄せられています。 

川越地区消防組合では、消火器・住宅用火災警報器の販売・点検の斡旋・防災

グッズの配布などは行っていません。 

不審に思ったらすぐに消防署、警察署、消費生活相談窓口にご相談（ご連絡）

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川越地区消防局 予防課 

〒350-0824 川越市神明町 48-4 

☎ 049-222-0744 

注）消防局の業務時間は土・日・祝日を除く 

8：30～17：15です 

 

埼玉県警察川越警察署 

〒350-0032 川越市大字大仙波 410-1 

☎ 049-224-0110 

 

消費者ホットライン 電話番号１８８番（いやや！） 

地方公共団体が設置している最寄りの消費生活相談窓口を案内しており、 

年末年始（12月 29日～１月３日）を除いて原則毎日御利用いただけます。 

☝事例１ 

  「消火器や住宅用火災警報器の点検をする。」と言って住宅に上がり込み、  

室内を物色される。 

 

☝事例２ 

消防をかたる人物から「一人暮らしの方に、防災グッズを無料配布してい

るので送ります。住所を教えてください。」などという不審な電話があった。 
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